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私立学校情報機器整備費補助金（学校の ICTを活用した授業環境高度化推進事業） 

の計画調書の提出について（依頼） 

 

 

日頃より，私立学校の教育研究の充実及び発展に御尽力いただきありがとうございます。 

文部科学省では，Society5.0時代を生きる全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な

学びと協働的な学びを実現するためには，学校現場における ICTの積極的な活用が不可欠と

の観点から「GIGAスクール構想」を推進しているところであります。また，新型コロナウイ

ルス感染症に対応して持続的に学校を運営していく中で，ICTの活用により全ての児童生徒

の学びを保障するためにも，一刻も早く児童生徒一人一人に端末を配備するなど ICT環境を

整えることが必要です。 

また，令和３年１１月２６日に令和３年度補正予算案が閣議決定され，この中で「学校の

ICTを活用した授業環境高度化推進事業」に係る予算が計上されています。 

このことを受け，標記にかかる事業募集を行います。ついては，各学校法人に周知いただ

くとともに，事業の申請に当たっては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）等の法令等及び下記事項を遵守の上，計画調書を取りまとめの上，

提出願います。なお，事業計画一覧（別紙１）については都道府県で作成の上，提出願いま

す。 

なお，今回募集の事業は予算成立を待って実施されるものですが，予算成立後の事業の円

滑な執行を可能とするため，学校法人の事業計画をあらかじめ把握することを目的として，

予算成立前に事業の募集を行うものです。このため，予算の審議状況等によっては，本募集

内容等に変更があり得ることを念のため申し添えます。 

 

 

記 

 

 

１．補助対象事業は，私立学校情報機器整備費補助金交付要綱（令和２年３月３日文部科学

大臣決定）に定める事業であり，本通知においては以下の事業を募集することとする。 

 

・学校の ICTを活用した授業環境高度化推進事業 

 

２．補助事業の施工業者選定に当たっては，適正性及び透明性が求められていることから，

交付要綱第７条及び「建設工事等に係る補助事業遂行に当たっての留意事項」（別添）に

従うこととし，原則として，入札又は３社以上の業者による見積り合わせ等によること。 

 

３.補助年度の前年度に契約が締結されている事業等，交付内定前に着手しているものは補助

対象外とする。 

 

 



【提出期限】 

提出書類により締切日が異なるため注意すること。 

 

○「事業計画一覧」（別紙１）について（都道府県において作成） 

 令和４年２月４日（金）１７時  メールにて提出 

 

○様式１～３及び必要書類（学校法人において作成） 

 令和４年２月４日（金）  メールもしくは郵送にて提出 

 

 

注１ 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については，補助目的の完全な達成を

図る見地から，平成１４年３月２５日文部科学省告示第５３号により，財産の処分制限

期間を別に定めており，この制限期間中に財産の処分（交付の目的に反して使用し，譲

渡し，交換し，貸し付け，又は担保に供する処分）を行いたい場合は事前に文部科学大

臣の承認が必要となること。 

  また，事業計画を検討するに当たっては，設備が目的外使用及び未利用の状態になるこ

とのないよう留意すること。 

（参照）補助財産の処分及び適切な取扱い等に係る通知 

令和３年９月２２日付け３文科高第５９３号文部科学省高等教育局長通知 

 

注２ 補助事業については，国民の税金を原資とする補助金により行われるものであり，そ

の適正かつ効率的な使用はもちろんのこと，使用手続きの透明性を確保することが求め

られていることから，文部科学省に提出された計画調書その他の文書については，国民

からの開示請求があった場合には，行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条

各号に掲げる情報に該当し，かつ計画調書中で特に非公開希望について言及された部分

を除き，公開することとなること。 

 

注３ 機器の調達に当たっては，サプライチェーン・リスクに対応するなど，サイバーセキ

ュリティ上の影響に配慮すること。 

 

＜参考＞ 

 適用法令等 

① 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 

② 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号） 

③ 私立学校情報機器整備費補助金交付要綱（令和２年３月３日文部科学大臣決定） 

④ 私立学校情報機器整備費補助金に係る計画調書について（別添１） 
 
 

 ＜担当＞  
文部科学省 高等教育局 私学部 

私学助成課 助成第四係 

  〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

  TEL：03-5253-4111（内線 2547） 

Mail：josei4@mext.go.jp 



（別添１） 

私立学校情報機器整備費補助金に係る計画調書について 

 

１．募集事業等について 

今回募集を行うのは以下の事業とし，補助対象学校種，補助対象経費，補助率等は別添

２を参照すること。 

 

・学校の ICTを活用した授業環境高度化推進事業 

 

２．申請の単位 

申請は，学校法人が設置する学校ごとに行うものとする。 

 

３．提出書類 

① 「私立学校情報機器整備費事業計画一覧」（別紙１） 

② 「私立学校情報機器整備費計画調書」（様式１） 

③ 「採択理由書」（様式２） 

④ 「私立学校情報機器整備費に係る確認事項」（様式３） 

⑤ 入札の内容が分かる書類又は見積書の写し 

 

４．「私立学校情報機器整備費事業計画一覧」（別紙１） 

各都道府県にて作成すること。作成に当たっては，別紙１に記載している注意事項を参

考とすること。 

 

５．「私立学校情報機器整備費計画調書」（様式１） 

  作成に当たっては，様式１に記載している注意事項及び記載例を参考とすること。 

 

６．「採択理由書」（様式２） 

① 複数の業者と契約を結ぶ場合は，業者ごとに別葉で作成すること。 

② 「管理責任者 所属・職・氏名」欄には，当該設備を直接管理する責任者を記入するこ

と。 

③ 補助金の効果的配分を推進する観点から，不採択分の見積りを含め３社以上の見積り

による価格の妥当性，見積りにおける値引き額の妥当性等を十分勘案し，補助対象事業

経費が適正かどうかを判断するので，計画の策定に当たっては特に留意すること。 

④ ３社以上の内容等を比較した結果等を具体的に明示すること。 

⑤ 設備を独占的に扱っている場合は，独占販売等を証明する文書を添付すること。 

 

７．「私立学校情報機器整備費に係る確認事項」（様式３） 

各項目の左の四角囲みに，該当の有無を記載すること。全ての項目に該当しないように

十分確認を行うこと。 

 

８．入札の内容が分かる書類又は見積書の写し 

私立学校情報機器整備費補助金交付要綱第７条において，補助事業の遂行については，

公正かつ最少の費用で最大の効果を上げ得るように経費の効率的使用に努めることを求め

ている観点から，見積書の提出に関しては以下のように行うこととし，事業経費が適正か

どうかについては特に留意すること。 

① 原則として国又は地方公共団体の契約方法にならい（別添参照），入札又は３社以上

の業者による見積り合わせ等によることとし，入札の内容が分かる書類又は採択した業

者の見積書（表紙の右上に「採択」と記載すること。）を添付すること（原本証明は不

要）。 



② 補助事業が補助対象と対象外に分かれる場合は，採択業者の見積書の写し等にマーカ

ー等を用いてわかりやすく明示すること。 

③ 見積書の作成は，設備の数量だけでなく性能等も指定した仕様書を示した上で依頼す

ること。 



（別添２） 

学校の ICTを活用した授業環境高度化推進事業 

 

遠隔授業及びハイブリッド教育の充実等のオンライン学習を本格化させるための指導用

コンピュータの整備に要する経費又は ICTを活用した授業環境の高度化に資する機器の整

備に要する経費を支援 

 

１．補助対象学校種 

学校法人が設置する小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校及び特別

支援学校 

ただし，中高一貫校等，中学校と高等学校で施設・設備を共有するものについては，中

学校・高等学校を１校として申請するものとする。（施設・設備を共有せず，学校ごとに

明確に使用を限定している場合を除く。） 

 

２．補助対象経費 

学校が整備する以下の経費 

・指導用コンピュータ（端末・キーボード） 

・カメラ，マイク 

・大型提示装置 

・モバイルルーター 

・遠隔教育支援ツール 

・その他授業高度化機器 

・機器の運搬搬入に必要な費用 

・機器の設置，据え付け，調整に必要な費用 

 

なお，以下に該当するものは補助対象外とする 

・整備済みの指導用コンピュータにかかる経費（廃棄する場合のその撤去等にかかる経費

を含む） 

・令和４年度以降にかかる経費 

・有償のソフトウェア 

・他の国庫補助を受けている事業（予定を含む） 

・前年度以前に契約が締結されている事業等，事前に着手しているもの 

 

３．補助率等 

補助対象経費の１／２以内。 

ただし，指導用コンピュータの整備台数に４．５万円を乗じた額を補助上限額とする。 

（補助申請額が予算額を上回った場合，原則一律の圧縮率を乗ずることとする。） 

 

４．補助対象整備台数 

  補助対象とできる指導用コンピュータの整備台数の上限は，当該学校における教員数か

ら，学級数（いわゆるクラス担任数）を除いた数までとする。 

  例：教員数５０名，各学年４クラスの学校の場合 

   ５０名 － ４クラス × ３学年 ＝ ３８台（上限台数） 

 

 


